
①「発注者指定方式」：余裕期間内で工事着手日を発注者があらかじめ指定する方式

②「任意着手方式」：受注者が工事着手日を余裕期間内で選択できる方式

：

：

： 発注者が発注時に指定する日で、受注者が工事着手日として選択することができる最も遅い日

余裕期間制度イメージ

余裕期間（上限原則６０日） 実工期

余裕期間

余裕期間（上限原則６０日） 実工期(工事着手期限日から○日間)

実工期(工事着手期限日から○日間)

実工期余裕期間（上限原則６０日）

余裕期間

実工期

工事着手期限日

契約締結日の翌日から、工事着手日の前日までの期間（技術者等の設置不要）

工事着手日から工事完成日までの工事を実施するために必要な期間（準備期間と後片付け期間を含む。）

工期に変更は生じない。

工事着手日（発注者が指定） 工期の終期

契約締結日 工事着手日（受注者が選択） 工期の終期

工事着手期限日（発注者が指定） 工期の終期

➔

契約締結日 工事着手日（発注者が指定） 工期の終期

➔

期間、工期に変更は生じない。

➔➔

➔➔

発注時

発注時

契約時

契約時

全体工期

全体工期


